
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

環境対策のため、自動車税（地方税）を、窒素酸化物などの排出
ガスが少なく環境負荷の小さい自動車に対しては最大50％軽減し、
逆に環境負荷の大きい自動車に対しては10％重課する制度。平成
16年度に自動車税が軽減されたのは178万台で軽減額は221億円、
重課は504万台で164億円にのぼっています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月10日

国　税／所得税予定納税額の減額申
請 11月15日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）11月30日

国　税／12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合）11月30日

国　税／3月決算法人の中間申告
11月30日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告 11月30日

地方税／個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日

労　務／労働保険料第3期分の納付
11月30日

（労働保険事務組合委託の　　
場合12月14日まで）
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11月号 2

六
五
歳
に
な
っ
た
厚
生
年
金
保
険

の
被
保
険
者
に
六
〇
歳
未
満
の
被
扶

養
配
偶
者
（
以
下
、配
偶
者
と
い
う
）
が

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
配
偶
者
は
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
す
か
。

Ａ
…
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

る
六
〇
代
前
半
の
社
員
に
六
〇
歳
未

満
の
配
偶
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
配

偶
者
は
第
３
号
被
保
険
者
に
な
れ
ま

す
が
、
社
員
が
六
〇
代
後
半
と
な
る

と
そ
の
取
扱
い
は
大
き
く
異
な
り
ま

す
。六

五
歳
と
な
っ
た
時
点
で
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
て
い
る

社
員
が
、
そ
の
後
も
引
き
続
き
厚
生

年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
就
労

す
る
場
合
は
、
国
民
年
金
の
第
２
号

被
保
険
者
に
は
該
当
し
な
く
な
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
配
偶
者
は
第
３
号

被
保
険
者
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。こ

の
場
合
、
配
偶
者
は
、
被
保
険

者
が
六
五
歳
に
な
っ
た
時
点
で
そ
の

資
格
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
配
偶
者

は
六
〇
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
は
、

通
常
ど
お
り
国
民
年
金
の
第
１
号
被

保
険
者
の
届
出
を
し
て
、
国
民
年
金

保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
第
３
号
被
保
険
者
に
関
す

る
手
続
き
は
、
配
偶
者
本
人
が
、
住

所
地
の
市
区
町
村
の
担
当
窓
口
で
、

第
３
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保

険
者
へ
の
種
別
変
更
の
届
出
を
す
る

こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
の
で
、
会
社

で
行
う
手
続
き
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

六
五
歳
以
上
の
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
が
、
傷
病
（
ケ
ガ
や
病
気)

が
原
因
で
障
害
者
と
な
っ
た
と
き
の

給
付
は
、
六
五
歳
前
の
そ
れ
と
同
じ

で
す
か
。

Ａ
…
前
掲
の
と
お
り
六
五
歳
時
点
で
老

齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
て

い
る
人
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
の

第
２
号
被
保
険
者
に
は
該
当
し
な
い

取
扱
い
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る

社
員
が
、
六
五
歳
以
上
七
〇
歳
未
満

の
間
に
初
診
日
が
あ
る
傷
病
が
原
因

で
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
害
等
級
に

該
当
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
障
害
等

級
に
応
じ
た
障
害
厚
生
年
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
が
障
害
基
礎
年
金
は
支
給

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
が

発
生
し
て
も
、
老
齢
給
付
（
老
齢
基

礎
年
金
及
び
老
齢
厚
生
年
金
）
も
一

緒
に
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
い

ず
れ
か
一
方
を
選
択
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

年
金
額
は
社
会
保
険
事
務
所
で
教

え
て
く
れ
ま
す
の
で
参
考
に
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
際
、
障
害
厚

生
年
金
は
非
課
税
で
す
が
、
老
齢
給

付
は
課
税
扱
い
、
し
か
も
税
法
に
お

い
て
控
除
額
等
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
の
で
、
こ
の
点
も
考
慮
し
て
選

択
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

社
員
が
六
五
歳
に
な
っ
た
場
合
、

雇
用
保
険
で
必
要
と
な
る
手
続
き
は

あ
り
ま
す
か
。
そ
の
他
給
付
に
関
し

留
意
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
併

せ
て
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ
…
雇
用
保
険
に
関
し
て
は
、
社
員
が

六
五
歳
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
届

け
出
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
退
職
後
は
、
一
般
被
保
険
者
と

し
て
で
は
な
く
高
年
齢
継
続
被
保
険

者
と
し
て
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
失
業
給
付
金
に
比
べ

高
年
齢
求
職
者
給
付
金
（
算
定
基
礎

期
間
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
）

は
か
な
り
減
り
ま
す
し
、
技
能
習
得

手
当
（
受
講
手
当
、
通
所
手
当
）、
寄

宿
手
当
及
び
傷
病
手
当
は
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
留
意
す
べ
き
で

し
ょ
う
。

社
員
が 

六
五
歳
に 

な
っ
た
と
き 

　
六
〇
代
前
半
の
社
員
が
六
五
歳
と
な

り
、そ
の
後
も
引
き
続
き
在
職
す
る
場

合
に
は
、六
〇
歳
と
な
っ
た
と
き
と
比
べ

て
被
保
険
者
資
格
、在
職
老
齢
年
金
の

し
く
み
、保
険
給
付
等
に
相
違
が
生
じ

ま
す
。今
回
は
、そ
の
相
違
点
に
関
し
注

意
し
た
い
事
項
を
、Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
掲
げ

ま
す
。 

六
〇
代
後
半
の
社
員
が
障
害
者

に
な
っ
た
と
き

Q2

六
〇
代
後
半
の
社
員
に
六
〇
歳

未
満
の
被
扶
養
配
偶
者
が
あ
る

と
き

Q1

六
五
歳
に
な
る
社
員
の
雇
用
保

険
の
適
用

Q3
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社
員
の
Ｔ
さ
ん
は
六
〇
歳
か
ら
高

年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
を
受
け

て
い
ま
す
。
も
う
す
ぐ
六
五
歳
の
定

年
と
な
り
、
そ
の
後
は
給
与
が
三
割

カ
ッ
ト
さ
れ
ま
す
が
、
継
続
雇
用
を
希

望
し
て
い
ま
す
。
六
五
歳
以
後
の
高

年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
に
つ
い

て
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ
…
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
の

支
給
対
象
期
間
で
す
が
、
六
五
歳
に

達
す
る
日
（
誕
生
日
の
前
日
）
の
属

す
る
月
ま
で
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
十

月
一
日
生
ま
れ
の
人
は
九
月
ま
で
、

同
月
二
日
生
ま
れ
の
人
は
十
月
ま
で

の
支
給
と
な
り
ま
す
。

六
五
歳
以
後
も
引
き
続
き
就
労
す

る
場
合
に
は
、
六
〇
歳
代
前
半
と
同

じ
よ
う
に
年
金
が
減
額
さ
れ
る
の
で

す
か
。

Ａ
…
六
〇
歳
代
後
半
も
厚
生
年
金
保
険

の
被
保
険
者
と
し
て
在
籍
し
て
い
る

限
り
支
給
調
整
（
六
〇
歳
代
後
半
の
在

職
老
齢
年
金
）
さ
れ
ま
す
。
調
整
方
法

は
、
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
、

六
〇
歳
代
前
半
の
年
金
額
に
比
べ
て

受
け
取
れ
る
金
額
は
多
く
な
り
ま
す
。

①
　
総
報
酬
月
額
相
当
額
（
＊1
）
と
基

本
月
額
（
＊2
）
と
の
合
計
額
が
四
八

万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
次
の
額
が

支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

（
総
報
酬
月
額
相
当
額
＋
基
本
月
額
―

48
万
円
）
×
１
／
２
×
12

②
　
総
報
酬
月
額
相
当
額
と
基
本
月
額

と
の
合
計
額
が
四
八
万
円
以
下
の
場

合
は
調
整
は
行
わ
れ
ず
、
年
金
が
全

額
支
給
さ
れ
ま
す
。

＊1

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
被

保
険
者
で
あ
る
日
に
お
い
て
、
標
準

報
酬
月
額
と
そ
の
月
以
前
一
年
間
の

標
準
賞
与
額
の
総
額
を
一
二
で
割
っ

た
額
と
を
合
算
し
た
額
を
い
い
ま
す
。

＊2

老
齢
厚
生
年
金
（
加
給
年
金
額
を
除

く
）を
一
二
で
割
っ
た
額
を
い
い
ま
す
。

在
職
老
齢
年
金
の
仕
組
み
に
よ
り

年
金
額
が
支
給
調
整
（
減
額
等
）
さ

れ
る
の
は
、
老
齢
厚
生
年
金
だ
け
で
、

六
五
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎

年
金
は
全
額
受
け
ら
れ
ま
す
。

六
五
歳
以
後
も
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
と
し
て
就
労
す
る
場
合
は

保
険
料
が
徴
収
さ
れ
る
よ
う
で
す
が
、

こ
の
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
は
、

年
金
額
に
反
映
さ
れ
る
の
で
す
か
。

Ａ
…
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
た
期
間
は
退

職
後
一
か
月
経
過
後
か
ら
年
金
額
に

反
映
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
増
額
さ

れ
る
の
は
老
齢
厚
生
年
金
だ
け
で
、

老
齢
基
礎
年
金
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。社

員
が
六
五
歳
に
な
る
と
、
い
ま
ま

で
健
康
保
険
料
と
セ
ッ
ト
で
給
与
か

ら
控
除
し
て
い
た
介
護
保
険
料
の
徴

収
方
法
が
変
わ
る
そ
う
で
す
が
、
ど

の
よ
う
に
な
る
の
で
す
か
。

Ａ
…
六
五
歳
に
な
っ
た
被
保
険
者
は
、

介
護
保
険
の
第
２
号
被
保
険
者
（
四

〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
被
保
険
者
）

か
ら
第
１
号
被
保
険
者
に
変
わ
り

（
変
更
に
よ
り
会
社
及
び
本
人
が
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
き
は
あ
り

ま
せ
ん
）、
介
護
保
険
料
は
公
的
年
金

か
ら
天
引
き
（
年
金
月
額
が
一
万
五

千
円
以
上
の
場
合
。
一
万
五
千
円
未

満
の
人
は
、
普
通
徴
収
と
な
り
、
納

付
書
に
よ
り
納
付
す
る
）
さ
れ
ま
す

の
で
、
給
与
か
ら
控
除
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

六
五
歳
に
な
っ
た
日
と
は
、
前
記

の
と
お
り
六
五
歳
の
誕
生
日
の
前
日

を
い
い
、
た
と
え
ば
十
月
一
日
生
ま

れ
の
人
は
、
八
月
ま
で
は
給
与
か
ら
、

九
月
以
降
は
年
金
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。
ま
た
月
初
以
外
の
人
（
た
と
え

ば
十
月
二
日
生
ま
れ
の
人
）
の
場
合

は
、
九
月
ま
で
は
給
与
か
ら
、
十
月

以
降
は
年
金
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
各
市
区
町
村
に
よ
り
ま
す

が
、
事
務
処
理
上
、
六
五
歳
到
達
後

の
数
カ
月
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
で
は
な
く
、
納
付
書
に

よ
る
普
通
徴
収
と
な
る
よ
う
で
す
の

で
、
詳
し
く
は
、
住
所
地
の
市
区
町

村
の
担
当
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

ち
な
み
に
、
医
療
保
険
の
保
険
料

は
現
在
属
し
て
い
る
医
療
保
険
に
納

付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
引

き
続
き
給
与
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金

は
引
き
続
き
受
け
ら
れ
る
か

Q4
六
五
歳
以
後
も
就
労
す
る
社
員

の
在
職
老
齢
年
金

Q5

六
〇
代
後
半
の
被
保
険
者
期
間

は
年
金
額
に
反
映
さ
れ
る
の
か

Q6
介
護
保
険
料
の
徴
収
方
法
が
変

更
Q7



11月号 4

地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
、
政
府
は
二

〇
一
〇
年
ま
で
に
六
％
の
二
酸
化
炭
素
排

出
量
を
減
ら
す
（
一
九
九
〇
年
比
）
と
い

う
目
標
を
掲
げ
た
も
の
の
、
逆
に
五
・

二
％
も
増
加
し
て
い
る
の
が
現
実
で
す
。

し
か
も
家
庭
か
ら
の
排
出
は
一
九
％
も
増

加
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
家
庭
か
ら
出
る

二
酸
化
炭
素
の
項
目
別
ワ
ー
ス
ト
一
位

は
、
車
と
冷
暖
房
。
三
位
に
ゴ
ミ
、
風
呂

と
続
き
ま
す
。
便
利
で
快
適
な
暮
ら
し
に

欠
か
せ
な
い
も
の
ば
か
り
で
す
が
、
車
の

使
用
を
減
ら
す
、
冷
暖
房
を
使
う
時
間
を

短
縮
す
る
な
ど
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
始

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

面
白
い
の
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
参

加
で
き
る
『
ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・
温
暖
化
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
』
で
す
。
登
録
し
て
毎
月
の

ガ
ス
・
電
気
・
水
道
の
使
用
料
を
入
力
す

る
と
、
自
分
の
努
力
が
日
本
全
体
の
中
で

ど
の
く
ら
い
の
力
に
な
っ
て
い
る
の
か
が

わ
か
っ
て
、
励
み
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

登
録
し
て
い
る
人
の
中
で
の
自
分
の
順
位

が
判
明
す
る
の
で
、
が
ぜ
ん
や
る
気
の
出

る
人
も
。
地
球
へ
の
や
さ
し
さ
は
、
同
時

に
家
計
へ
の
や
さ
し
さ
に
も
な
り
ま
す
。

今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
水
溶
性
食
物

繊
維
の
一
種
に
「
フ
コ
イ
ダ
ン
」
が
あ

り
ま
す
。
フ
コ
イ
ダ
ン
は
昆
布
等
の
ヌ

メ
リ
成
分
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
一
九
九

六
年
、
日
本
の
あ
る
学
会
の
発
表
で
、

ア
ポ
ト
ー
シ
ス
作
用
と
呼
ば
れ
悪
性
の

細
胞
を
自
滅
さ
せ
る
作
用
が
あ
る
と
の

発
表
が
あ
り
脚
光
を
浴
び
ま
し
た
。

フ
コ
イ
ダ
ン
を
摂
取
す
る
と
「
硫
酸

基
」
の
働
き
に
よ
っ
て
胃
の
粘
膜
を
保

護
、
そ
し
て
粘
膜
表
面
に
浸
透
し
て
炎

症
部
分
に
刺
激
を
与
え
、
そ
の
結
果
、

正
常
な
細
胞
が
生
ま
れ
る
と
の
こ
と
で

す
。
ま
た
、
胃
潰
瘍
な
ど
の
原
因
と
さ

れ
て
い
る
ピ
ロ
リ
菌
を
減
少
さ
せ
る
効

果
や
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
上
昇
抑
制
、

抗
菌
作
用
な
ど
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ

の
他
、
ミ
ネ
ラ
ル
と
食
物
繊
維
が
豊
富

な
こ
と
か
ら
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
や
便
秘
改

善
の
働
き
も
あ
る
と
の
こ
と
。
フ
コ
イ

ダ
ン
は
、
も
ず
く
・
め
か
ぶ
・
わ
か
め

な
ど
の
海
藻
類
に
多
く
含
ま
れ
て
お

り
、
サ
ラ
ダ
や
酢
の
も
の
、
味
噌
汁
な

ど
で
摂
る
の
が
理
想
的
だ
そ
う
で
す
。

成
果
が
見
え
、
や
る
気
が

出
る
温
暖
化
対
策

海
藻
の
ヌ
メ
リ
効
能

不動産もネットオークション
で販売する時代

インターネットの普及とともに、ここ数年
発達したものにネットオークションがありま
す。ネットオークションは自宅にいながらパ
ソコンを利用して誰もが参加できるのが利点
です。オークションへの出品は多種にわたっ
ていますが、これまで不動産だけはさすがに
扱えなかったようです。正確には扱っていた
のですが、売買が成立しなかったというのが
本当のところでしょうか。ところがここに来
て複数の不動産専門のオークションサイトが
立ち上がり、市場が活性化しています。
大阪に本社を置くある企業は、自社が主催

するネットオークションで、産業再生機構入
りした大手マンション業者が建設した中古マ
ンション1400戸を45日間の限定でネットオー
クションにかけたところ、うち約1200戸が落
札されました。これは不動産デベロッパーが
年間に扱う戸数のベスト10に匹敵する数で、

債権処理や不動産の流動化の起爆剤として業
界の注目を集めました。不動産ネットオーク
ションは、法人、個人を問わず、登録すれば
誰もが出品も入札もでき、最高の額を入札し
た人が落札するシステムです。現在は中古物
件が対象ですが、今後の市場の展開によって
は、新築物件などにも適用できそうです。
例えば新築マンションなどでは、同じ棟で

も人気のある部屋とそうでない部屋が分かれ
ます。こうした場合、通常、人気の部屋は抽
選を行い購入者を決め、また人気のない部屋
では値下げをしたり、オプションをつけたり
して売っていました。しかしこれをオークシ
ョン形式にすれば、人気の高い部屋はより高
い価格で販売することができます。人気のな
い部屋はより低い価格になることがあります
が、適性価格であれば売れますし、デベロッ
パーサイドとしては何より販売に無駄な人手
や時間をかけずに済みますのでコスト削減に
つながります。また買い手側としても納得し
やすいでしょう。今後の不動産ネットオーク
ション市場が注目されます。




